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ほ
か
の
市
の
税
率
状
況

　

全
国
の
ほ
ぼ
半
数
の
市
町
村
で
、
０
・
３
％

の
税
率
を
採
用
し
て
い
ま
す
。
改
定
前
の
税

率
０
・
２
％
を
採
用
し
て
い
る
の
は
、
約
３
割

で
す
。
左
の
表
１
は
、
県
内
の
他
市
の
状
況

で
す
。
大
津
市
、長
浜
市
で
は
昭
和
53
年
度
に
、

近
江
八
幡
市
は
、
昭
和
59
年
度
に
０
・
２
％
か

ら
０
・
３
％
へ
引
き
上
げ
て
い
ま
す
。

ど
ん
な
事
業
に
使
っ
て
い
る
か

　

彦
根
市
で
は
、
都
市
計
画
税
を
、
街
路
事

業
・
公
園
事
業
・
市
街
地
再
開
発
事
業
・
土

地
区
画
整
理
事
業
・
下
水
道
事
業
に
要
す
る

費
用
と
、
こ
れ
ら
の
事
業
に
関
す
る
過
去
の

地
方
債
の
借
り
入
れ
に
対
す
る
償
還
金
（
返
済

金
）
に
あ
て
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
事
業
事
業
で
、
平
成
18
年
度
以

前
の
５
年
間
に
要
し
た
約
４
８
３
億
円
の
財

源
の
う
ち
、
約
１
８
０
億
円
を
市
税
な
ど
で

賄
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
都
市
計
画
税

収
入
額
約
40
億
円
が
占
め
る
充
当
割
合
は
、

22
％
に
過
ぎ
ず
、
残
り
の
約
１
４
０
億
円
を
、

市
民
税
・
固
定
資
産
税
な
ど
の
一
般
財
源
に

頼
っ
て
い
ま
す
。

問い合わせ先

都市計画税の課税内容

　 税務課資産税係

　☎ 30-6138、FAX22-1398

財政事情・税率改定

　 財政課☎ 30-6107、FA

　X22-1398

街路事業など

　 道路河川課☎ 30-6122、

　FAX24-5211

都市計画決定・公園事業 

　 都市計画課☎ 30-6124、

　FAX24-8517

土地区画整理事業

　 区画整理課☎ 30-6126、

　FAX22-1398

下水道事業

　 下水道部☎ 22-5458、

FAX22-5433

今
後
の
事
業
計
画
に
つ
い
て

　

平
成
20
年
度
以
降
の
５
年
間
に
、
右
の

表
２
の
と
お
り
、
約
４
０
４
億
円
の
都
市
計

画
事
業
な
ど
を
計
画
し
て
お
り
、
そ
の
財
源

は
、
グ
ラ
フ
の
と
お
り
で
す
。
地
方
債
で
約

１
０
２
億
円
、
国
県
支
出
金
で
約
41
億
円
、

そ
の
ほ
か
、
特
定
財
源
で
約
21
億
円
を
見
込

ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
、
残
り
約
２
４
０
億

円
を
市
税
な
ど
で
賄
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
う
ち
、
都
市
計
画
税
収
入
見
込
額
は
、

改
定
後
の
税
率
で
、
約
60
億
円
で
す
。

都
市
計
画
税
が
使
わ
れ
る

今
後
の
主
な
事
業
予
定

※ 

平
成
20
年
度
当
初
予
算
よ
り

街
路
事
業

　

長
曽
根
銀
座
河
原
線
（
キ
ャ
ッ
ス
ル
ロ
ー

ド
〜
銀
座
）、
立
花
船
町
線
（
佐
和
町
〜
立

花
町
）、
彦
根
駅
大
藪
線
（
安
清
町
〜
京
町

三
丁
目
）

浸
水
対
策
下
水
道
事
業

　

高
宮
新
川
改
修
、
猿
ヶ
瀬
川
改
修

公
園
事
業

　

鳥
居
本
公
園
整
備
、
金
亀
公
園
整
備
、

荒
神
山
公
園
整
備

土
地
区
画
整
理
事
業

　

彦
根
駅
東
地
区
土
地
区
画
整
理

下
水
道
事
業

　

公
共
下
水
道
（
鳥
居
本
町
・
東
沼
波
町
・
大

堀
町
　

ほ
か
）
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増
税
す
る
理
由

　

都
市
計
画
税
は
、
そ
の
税
収
を
都
市
計
画

事
業
費
な
ど
に
あ
て
る
た
め
の
目
的
税
で
す
。

し
か
し
、
都
市
計
画
事
業
な
ど
を
行
う
た
め

に
必
要
な
費
用
は
、
都
市
計
画
税
収
入
だ
け

で
は
不
足
す
る
た
め
、
多
額
の
不
足
分
を
市

民
税
や
固
定
資
産
税
な
ど
の
一
般
財
源
で

補
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
彦
根
市
の
財
政
事
情
は
、
非
常

に
厳
し
く
、
こ
れ
ま
で
に
行
っ
て
き
た
都
市

計
画
事
業
な
ど
に
充
て
た
市
債
（
借
金
）
を
償

還（
返
済
）
し
た
り
、今
後
、必
要
な
事
業
を
行
っ

た
り
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
、
今
回
、
都
市
計
画
事
業
な
ど

の
安
定
継
続
を
図
る
た
め
に
、
都
市
計
画
事

業
を
行
っ
て
い
る
県
内
の
他
市
並
み
の
税
率

に
改
定
し
ま
し
た
。
納
税
者
の
皆
さ
ん
の
ご

理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

税
額
は
い
く
ら
上
が
る
の
か

　

都
市
計
画
税
額
が
、
１
・
５
倍
に
増
え
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

お
持
ち
の
資
産
に
、
新
増
築
・
滅
失
・
地

目
変
更
・
譲
渡
な
ど
の
異
動
が
な
い
場
合
は
、

昨
年
の
５
月
に
受
け
取
ら
れ
た
、
平
成
19
年

度
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
納
税
通
知
書

に
記
載
さ
れ
て
い
る
、
都
市
計
画
税
額
の
約

１
・
５
倍
の
額
が
、
平
成
20
年
度
の
都
市
計
画

税
額
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
地
価
の
変
動

や
土
地
の
負
担
調
整
措
置
な
ど
に
よ
り
、
若

干
異
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

平
成
19
年
度
課
税
ベ
ー
ス
（
全
体
で
約

７
億
８
、７
６
２
万
円
、
１
人
当
た
り
２
万
４
、５
６
１

円
）

を
基
に
試
算
す
る
と
、
全
体
で
約

３
億
９
、
３
８
１
万
円
の
増
収
と
な
り
、

納
税
義
務
者
１
人
当
た
り
の
増
税
額
は

１
万
２
、２
８
０
円
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
都
市
計
画
税
率
改
定
に
伴
っ

て
、
固
定
資
産
税
の
評
価
額
や
税
額
が
変
わ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

都市計画税率

改定前：０．２％

改定後：０．３％
（平成20年度から）

都
市
計
画
税
は
誰
が
払
う
の
か

　

市
街
化
区
域
内
に
土
地
、
ま
た
は
家
屋
を

所
有
し
て
い
る
人
に
、
固
定
資
産
税
と
併
せ

て
、
負
担
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

税
率
は
ど
の
よ
う
に
決
め
る
の
か

　

地
方
税
法
で
定
め
ら
れ
た
制
限
税
率

（
０
・
３
％
）
の
範
囲
内
で
、
地
域
に
お
け
る
実

情
に
応
じ
て
市
町
村
の
条
例
で
定
め
ま
す
。

　

彦
根
市
で
は
、
都
市
計
画
税
の
課
税
を
開

始
し
た
昭
和
33
年
度
か
ら
税
率
を
０
・
２
％

と
定
め
て
い
ま
し
た
が
、
彦
根
市
議
会
の
議

決
を
経
て
、
平
成
20
年
度
以
降
の
税
率
を

０
・
３
％
に
改
定
し
ま
し
た
。

彦根市の財政状況

　彦根市の財政は、平成 18 年度から同 21 年度の財政収支

見通しでは、約 162億円の収支不足となり、平成 19年度に

は「財政再建団体」に陥りかねない状況でした。財政危機

を克服するため、彦根市では、平成 17 年度から同 21 年度

までの５年間を集中取組期間とする「彦根市経営改革プロ

グラム」を策定し、着実に実行しているところです。

　しかし、昨年６月に「地方公共団体の財政の健全化に関

する法律」が公布され、平成 20年度決算からは、「実質赤

字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」、「将来

負担比率」の４つの健全化判断比率が、一定の基準を上回っ

ている場合は、「財政健全化計画」や「財政再生計画」の作

成が義務付けられました。これらの計画の実施状況によっ

ては、国・県などから勧告を受け、場合によっては、予算

の変更も余儀なくされるという、地方自治の根幹に関わる

事態となっています。

　彦根市については、「実質公債費比率」が、基準を大きく

超えて、県内で最も高い数値となっており、全会計ベース

での「将来負担比率」も基準を超えると予想されます。こ

のままでは「早期健全化団体」になりかねず、これまで以

上に厳しい財政運営が求められています。


